
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

昨年 11 月に実施された「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果が公表されました。 

この実施結果から、労働時間管理を行う上で注意すべき事項を確認します。 
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労働時間管理を行う上での注意点 

主な違反内容 

このキャンペーンは、長時間の過重労働による過労

死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い

捨て」が疑われる事業場等、労働基準関係法令の違反が

疑われる事業場に対して監督指導が実施されたもので

す。 
 今回、重点監督の対象となった 9,120 事業場のうち、

6,553 事業場（全体の 71.9％）で労働基準関係法令の

違反がありました。主な法違反は、「違法な時間外労働

があったもの」が 2,807 事業場（全体の 30.8％）「過重

労働 、による健康障害防止措置が未実施のもの」が 
1,829 事業場（全体の 20.1％）「賃金不払残 、業があ

ったもの」が 478 事業場（全体の 5.2％）となりまし

た。 
 この中で、一番違反の多かった労働時間について、典

型的な違反内容は次の通りです。 

労働時間の適正な把握 

 今回の 9,120 事業場のうち、1,528 事業場（全

体の 16.8％）に対して、労働時間の把握が不適正

であるため、労働時間適正把握ガイドラインに適

合するように指導が行われています。 
指導事項で多かった上位 2 つは、「始業・終業時刻

の確認・記録」と自己申告制による場合の「実態調

査の実施」となっています。 
「始業・終業時刻の確認・記録」では、労働時間を

適正に把握するため、会社は従業員の労働日ごと

の始業・終業時刻を確認し、これを記録することが

求められています。 
 また、自己申告制による場合の「実態調査の実

施」では、自己申告により把握した労働時間が実際

の労働時間と合致しているか否かを、必要に応じ

て実態調査を実施し、所要の労働時間の補正を行

う必要があります。また、自己申告した労働時間を

超えて事業場内に残っている時間について、その

理由等を従業員に報告させる場合、その報告が適

正に行われているかを、会社は確認する必要があ

ります。 
 
 以前は、賃金不払残業の指導が主となっていま

したが、近年は時間外労働の協定内容や手続きに

着眼点が置かれるようになり、労働時間の把握も

指導事項として多くみられます。 
自社の実務運用に問題がないか確認を行い、問題

点は早急に改善しましょう。 

 

 
＊ＭｙＫｏｍｏｎニュースレターより引用 

1. 労働基準法第 32 条 

• 時間外労働を行う場合、事業場単位で時間外・休日

労働に関する協定（36 協定）を締結していない。 

• 過半数代表者の選出が適正に行われていない等で、

36 協定が無効である。 

• 時間外労働を行う場合、36 協定で定める限度時間

の範囲を超えて時間外労働をさせている。• 36 協

定で定める手続きを行わず、特別条項に基づく時間

外労働をさせている。 

 

2. 労働基準法第 36 条第 6 項 

• 時間外労働の上限規制を守っていない。 



＊7月 6日（火） 7 月誕生会 

 

7 月生まれの方を事務所全員で祝いました。 

所長よりプレゼントの贈呈がありました。 

 

 

 

 

 

        

      

 
 
 
 
 
 

個人事業者の税金の納付 

8 月は、個人事業者の前年所得に係る税金の納付時期です。 

納税する方は資金繰り等を考慮して、納付もれがないように気をつけましょう。また、口座振替の手続きを

されている方は、必ず振替日を確認し、必要な残高があるように資金繰りの調整をしましょう。 

  例 ・個人事業税（第 1期分） 

    ・個人都道府県民税・市町村民税（第 2期分） 

随時改定の反映（4月昇給の場合） 

随時改定により、7 月から新たに改定された社会保険料を翌月控除する場合、8 月給与から控除することに

なります。 

新型コロナウイルスにかかるワクチン休暇 

従業員がワクチン接種を行う際、接種日が勤務日と重なったり、発熱などの副反応により就労が困難になる

事態が想定されます。これに備え、従業員が特別休暇を使うことができる仕組みを導入する企業が増えていま

す。制度の導入は任意ですが、従業員が安心してワクチン接種をできる環境を整えておくとよいでしょう。 

 
 
 
 

プロ経営者通信 お問い合わせはこちらへ 
ご意見・ご要望等ございましたら、お手数おかけしますがお電話またはメールにてご連絡をお願い致します。 

電話：097-529-5757 （総務通信担当者宛） メール：soumu@ideasoken.jp 

Blog と Facebook で事務所の様子や 

職員の日常を紹介しています！ 

どうぞご覧下さい。 

Ｂｌｏｇ Ｆａｃｅｂｏｏｋ ＨＰ 

セミナー情報 

経営計画書の作成で幹部社員の意識が向上！！ 
たった 5 年で売上が 7 倍<7 億円>に！ 
幹部と一緒に作る！！  

 
経営計画を立てると会社が生まれ変わる！ 

◎専門家がマンツーマンで丁寧にお教えします！ 
◎何でも質問ＯＫです！ 
 
日 程  2021 年 8 月 23 日（月） 
時 間 10 時～17 時（受付 9 時 45 分～） 
会 場 参加ご希望の方へ改めてご案内いたします 
参加料 30,000 円 (税抜)【定員 5 社様】 

＊おひとり様追加毎に＋5,000 円(税抜)となります。

お問い合わせ TEL：097-529-5757  髙山 
 
申し込みフォーム：
https://docs.google.com/forms/d/1XYv5
yxO5tG1SwwU0zibIyPjigL_Oe0V0yB
gFVwl9S7Q/edit

8 月は、夏季休暇を実施する企業が多いため、休暇スケジュールを確認し、 

発注や納期ミスなどがないようにしましょう。 


